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　このマニュアルは、災害時に不眠不休で
働く被災地方公共団体職員の皆さま、被災
地の応援に駆けつける被災地外の地方公共
団体職員の皆さまが、こころの健康を維持
しながら復旧・復興業務に当たられることを
目指して作成したものです。被災経験のある
地方公共団体職員の皆さまのご意見をもと
に、被災後のメンタルヘルス対策について、
個人でできること、組織がやるべきことを具
体的に示しました。被災後にご活用いただ
くことはもちろんのこと、事前の備えとして
ご一読いただき、ご自身に何が起こりえるの
か、どうすればご自身を守れるのかを考える
きっかけにしていただけると幸いです。

（髙橋　幸子）

　被災地で心理支援を行う中で、さまざま
な被災地公務員のお話を聞きました。避難
所で物資を被災者に配りながら、自分は賞
味期限を過ぎた食品を一日一食しか口にし
なかった職員。窓口で大声を出して怒鳴る
住民に頭を下げ続けた職員。何カ月たって
も睡眠時間を削って業務をし続けた職員。
こうした被災地の地方公共団体職員や被災
地に派遣された職員の心の健康を護るため
に、このパンフレットを監修しました。災
害が起こる前に、災害で生じる心身の問題
を知り、対策を採って、災害に対処する職
員が組織全体で護られることを祈っており
ます。

（松井　豊）
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災害時における地方公務員のメンタルヘルス　A4

　災害時には、被災住民の方々はもちろんですが、災害対応業務に従事する公務員にも、心身
に大変な負荷がかかることがわかっています。地方公務員災害補償基金では、平成28年熊本
地震、平成30年7月豪雨（通称「西日本豪雨」）を対象に、被災地の地方公共団体の職員（他
の地方公共団体から派遣された職員も含む）に対して、被災時・派遣時の体験やストレス、そ
の後のメンタルヘルス不調などについて、実態の調査研究を行いました。
　私たちには、過去の災害において、その時に起こったさまざまな問題を丁寧に拾い上げ、そこ
から多くを学ぶことで、今後の対策に生かしていくことが必要です。東日本大震災のような甚大
な被害をもたらす大災害では、ストレスのかかり方や、被害によってもたらされる問題の規模、
発生する反応の中身も異なってきます。本マニュアルは、本調査研究の結果を踏まえつつ、災害
対応業務に従事する地方公務員のメンタルヘルス対策をどのように行うべきかを、タイムライン
に沿って具体的に解説していきます。

はじめに

「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究」　事業概要（要旨）

目 次
災害対応業務に従事する職員の「メンタルヘルス不調」が危惧されており、その発生予防と適切な対応が求められている。
この現状を踏まえ、災害対応業務に従事する職員（被災地方公共団体職員、他の地方公共団体から派遣された地方公
共団体職員）に対して調査を行い、被災時・派遣時の体験やストレス、その後のメンタルヘルス不調などについて実態を
把握し、災害対応時のメンタルヘルス対策について提言することを目的とする。

　目的

●平成28年熊本地震　●平成30年7月豪雨（通称「西日本豪雨」）
　対象災害

『災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書』から学ぶ
（令和2年3月　地方公務員災害補償基金）

災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策

1 実施概要
アンケート調査を実施（アンケート調査項目は、ヒアリング結果に基づき作
成）し、職員のメンタルヘルスの状況、メンタルヘルスに関して講じた対策
内容等について調査分析を行い、メンタルヘルス対策に関する状況等を取
りまとめた調査研究報告書を作成した。調査研究報告書は令和2年3月に
各地方公共団体、地方公務員災害補償基金各支部等へ配布した。

2 ヒアリング
　（1）対象団体：被災地方公共団体（2団体）、被災地方公共団体に職員を

派遣した地方公共団体（2団体）
　（2）対象職員：人事等担当職員、災害対応業務に従事した職員
　（3）実施方法：ヒアリング対象団体を訪問し面談方式により実施

3 アンケート調査
　（1）対象団体：被災地方公共団体（2団体）、被災地方公共団体に職員を

派遣した地方公共団体（3団体）
　（2）対象職員：
　　   ①被災地方公共団体職員のうち、災害対応業務に従事した職員
　　   ②災害対応業務に従事するために、被災地方公共団体に派遣された職員
　（3）実施方法：郵送法により、対象職員本人が返信用封筒を使用し、地方公

務員安全衛生推進協会へ直接郵送

　令和元年度事業
1 実施概要
令和元年度に実施したヒアリング、
アンケート調査及び令和２年度に実
施したヒアリングの結果を基に、メ
ンタルヘルス対策に関するマニュア
ルの作成を行い、各地方公共団体、
地方公務員災害補償基金各支部等
へ配布する。

2 ヒアリング
　（1）対象団体：被災地方公共団

体（１団体）
　（2）対象職員：災害対応業務に

従事した地方公務員のサポー
トを行った産業医、保健師

　（3）実施方法：ヒアリング対象団体
を訪問し面談方式により実施

　令和２年度事業

　近年、大型台風、集中豪雨、地震等の大規模災害が頻発しています。この結果、災害対応に

追われる被災地方公共団体の職員および他の地方公共団体から派遣される職員は心身に大きな

負担が生じており、職員の「メンタルヘルス不調」が危惧されています。そのため地方公共団体は、

これらの業務に従事する職員の「メンタルヘルス不調」の発生予防や適切な対応のための体制

を、組織として整えておく必要があります。

　本マニュアルは、平成28年熊本地震および平成30年7月豪雨（通称「西日本豪雨」）におけ

る被災地方公共団体の職員と他の地方公共団体から派遣された職員を対象とした調査研究『災

害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書』（令和２年３月/地方公務員災

害補償基金）及び関連文献をもとに、今後地方公共団体がとるべき「災害時における職員のメ

ンタルヘルス対策」についてまとめたものです。

　災害時にメンタルヘルス不調に陥る職員を最小限に抑えられるよう、メンタルヘルス対策の

策定にぜひお役立ていただき、復旧・復興への有効な備えとしてご活用いただけると幸いです。

災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策
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災害時における地方公務員のメンタルヘルスの状況Ⅰ
災害対応業務に従事した職員の状況1

被災地方公共団体に派遣された職員の状況2

1

2

被災地方公共団体での対応Ⅱ

組織としての対応
個人の対応 

03

31

『災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書』から学ぶ

1

2

短期派遣について

被災地方公共団体へ職員を派遣する地方公共団体での対応Ⅲ

中長期派遣について

1

2

今後被災地方公共団体となった場合への準備Ⅳ
被災地方公共団体となった場合への準備
被災地方公共団体へ職員を派遣するための準備

1

2「平成 28 年熊本地震」から学ぶ

過去の災害から学ぶことⅤ
「平成 23 年東日本大震災」から学ぶ

3「平成 30 年 7 月豪雨（通称「西日本豪雨」）」から学ぶ

※地方公共団体を「自治体」と表記している箇所がありますが、アンケート調査等からの引用部分については、そのままの表記を使用しています。
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災害時における地方公務員のメンタルヘルス　A4

突然発生する災害に対応する被災地の地方公共団体職員の苦労は、計り知れないものがあり
ます。平成28年の熊本地震と平成30年7月豪雨（通称「西日本豪雨」）の調査研究「災害時
における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」のアンケート結果から、実際に被
災対応業務に従事した職員たちの心の状態がどのようなものであったかをみていきましょう。1
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1

災害対応業務に
従事した職員の状況

災害時における地方公務員のメンタルヘルスの状況Ⅰ

以下は、災害対応業務に従事した被災地地方公共団体の職員に対して行ったアンケート調査の回答です。

回答者の７割以上は「特に被害は
なかった」が、約１割は「自身の身
の危険を感じた」経験をしていた。

自身の被災状況 「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」
アンケート調査（４）【被災地票】自身の被災状況　Q4.　

●自身の身の危険を感じた　
●知人や友人が亡くなった・行方不明になった
●自分自身がけがを負った
●知人や友人が大きなけがを負った
●親戚が大きなけがを負った
●家族が大きなけがを負った
●職場の上司や同僚が大きなけがを負った
●親戚が亡くなった・行方不明になった
●職場の上司や同僚が亡くなった・行方不明になった
●家族が亡くなった・行方不明になった
●その他
●特に被害はなかった
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あなたやあなたの身近な方は被害を受けましたか。（複数回答）Q

●人手不足により苦労が増した
●復旧業務と通常業務が重なり、非常に忙しかった
●これまで経験の無い業務に従事し、慣れるのに苦労した
●先が見えない仕事が多く、辛かった
●いくら働いても、仕事が終わらなかった
●多忙すぎて、職場でのミスやトラブルが増加した
●会議が多く、忙しかった
●マスコミ対応に苦労した
●派遣職員の受け入れに苦労した
●前任者との引継ぎがうまくいかず、苦労した
●業務に関する苦労は経験しなかった
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勤務に関する苦労 ＜業務に関して＞ 「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」
アンケート調査（9）【被災地票】勤務に関する苦労　Q9.　

災害後から現在までの期間で、勤務に関して以下の苦労はありましたか。（複数回答）Q

回答者の４割以上が「人手不足により
苦労が増した」、「復旧業務と通常業務
が重なり、非常に忙しかった」、「これ
まで経験の無い業務に従事し、慣れる
のに苦労した」と感じていた。

●仕事量において部署間に不公平感があった
●暑かったり寒かったり等、労働環境が良くなかった
●職場の方針に納得できないことがあった
●勤務中、多忙で食事をとれないことがあった
●労働に見合った報酬が得られていないと感じた
●仕事に対して、正当な評価を得られなかった
●組織が縦割りになり、意見を言いづらくなった
●職場の問題に関する苦労は経験しなかった

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
44.0

19.7

17.9

17.1

11.3

9.1

6.7

17.1

勤務に関する苦労 ＜職場の問題＞ 「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」
アンケート調査（9）【被災地票】勤務に関する苦労　Q9.　

災害後から現在までの期間で、勤務に関して以下の苦労はありましたか。（複数回答）Q

回答者の４割以上が「仕
事量において部署間に不
公平感があった」と感じ
ていた。

回答者の４割近くが「ゆっ
くり休むことができなかっ
た」、「充分な休暇がとれな
かった」、「体力的にきつかっ
た」と感じていた。

「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」
アンケート調査（9）【被災地票】勤務に関する苦労　Q9.　

●ゆっくり休むことができなかった
●充分な休暇がとれなかった
●体力的にきつかった
●仕事に関して、自分の未熟さを感じた
●無我夢中だった
●自分の意図したように仕事ができなかった
●仕事上のスケジュールがうまくたてられなかった
●元気がなくなった
●感情の起伏が激しくなった
●自分の家族(自宅)が被災して業務に集中できなかった
●自分の問題に関する苦労は経験しなかった
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災害後から現在までの期間で、勤務に関して以下の苦労はありましたか。（複数回答）Q

勤務に関する苦労 ＜自分の問題＞

回答者の５割以上が「ストレス
チェックへの回答」を利用して
いた。一方、３割以上が「とくに
利用しなかった」と回答した。

職場が用意した災害ストレスケアの利用状況
「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査
研究報告書」アンケート調査（10）【被災地票】
職場が用意した災害ストレスケアの利用状況　Q10.　

●ストレスチェックへの回答
●マッサージ・鍼灸など
●産業医等による個別面談
●メンタルケアに関するパンフレット
●産業医等による健康相談
●上司との面談や相談
●娯楽イベント(お茶を飲む会、コンサート、スポーツ大会など)
●ストレスケアの講話や研修会
●職場のカンファランスにおける相談
●各種相談窓口への電話
●その他
●とくに利用しなかった
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災害後、職場が用意した以下の制度や活動を利用しましたか。（複数回答）Q

　以上から、被災地方公共団体の職員の4割以上の人が、人手不足の中これまで経験してこなかった災害対
応業務に従事し、さらに通常業務と並行して行わなければならないなどの非常な苦労に晒されていたこと、業
務量について部署間の不公平感を感じていたり、4割近くの人が、ゆっくり休むこともできず体力的にきつい状
態にあったことがわかります。
　本調査では、調査時点（令和元年9月～10月）において約１割の人が被災による心の傷（PTSD症状）を、
１割弱の人が気分障害・不安障害を有している可能性があることも明らかになっています。今後に向けた被災
後の対策については、一定期間後業務量の多い部署に人員を増員する、一定期間後業務を再配分する、派遣
職員がきたら被災地職員を休ませる方針を徹底する、などの回答が多く挙げられていました。
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災害時における地方公務員のメンタルヘルス　A4

被災地の地方公共団体に他の地方公共団体から派遣される職員には、現地の状況がつか
めないまま派遣されることもあり、被災地の職員とはまた違ったストレス要因があります。
どのようなことにストレスを感じ、どのような対処が必要とされたかをみていきましょう。2 被災地方公共団体に

派遣された職員の状況

災害時における地方公務員のメンタルヘルスの状況Ⅰ

「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」
アンケート調査（8）【派遣元票】派遣元勤務に関する苦労　Q8.　

●現地の情報が少なく不安だった

●前任者との引継ぎがうまくいかず苦労した

●家族を説得するのが大変だった

●同僚の理解が得にくかった

●派遣前の準備による苦労は経験しなかった

　

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

54.1

8.3

2.9

1.0

37.1

派遣期間中、勤務に関して以下の苦労はありましたか。（複数回答）Q

勤務に関する苦労 ＜派遣前の準備＞

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

38.0

17.6

10.7

10.2

8.8

1.5

29.8

勤務に関する苦労 ＜業務に関して＞ 「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」
アンケート調査（8）【派遣元票】派遣元勤務に関する苦労　Q8.　

派遣期間中、勤務に関して以下の苦労はありましたか。（複数回答）Q

回答者の４割近くが「これま
で経験の無い業務に従事し、
慣れるのに苦労した」と感じて
いた。一方、３割近くは「業務
に関する苦労は経験しなかっ
た」と感じていた。

●これまで経験の無い業務に従事し、慣れるのに苦労した

●先が見えない仕事が多く、辛かった

●いくら働いても、仕事が終わらなかった

●人手不足により苦労が増した

●所属元の仕事が多く残されていて、こなすのが大変だった

●多忙すぎて、職場でのミスやトラブルが増加した

●業務に関する苦労は経験しなかった

　

回答者の２割以上が「暑かったり
寒かったり等、労働環境が良くな
かった」、「仕事に関して現地職員
の指示が少なかった」と感じてい
た。一方、３割以上は「派遣先での
問題に関する苦労は経験しなかっ
た」と感じていた。

勤務に関する苦労 ＜派遣先での問題＞ 「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」
アンケート調査（8）【派遣元票】派遣元勤務に関する苦労　Q8.　

●暑かったり寒かったり等、労働環境が良くなかった

●仕事に関して現地職員の指示が少なかった

●職場の方針に納得できないことがあった

●組織が縦割りになり、意見を言いづらくなった

●派遣元と仕事の手順が違っていて大変だった

●宿舎の衛生面が気になった

●勤務中、多忙で食事をとれないことがあった

●労働に見合った報酬が得られていないと感じた

●仕事に対して、正当な評価を得られなかった

●派遣先の雰囲気になじめなかった

●派遣先での問題に関する苦労は経験しなかった

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

26.8

26.3

12.2

7.8

7.8

7.8

6.8

2.4

2.0

1.0

32.2

派遣期間中、勤務に関して以下の苦労はありましたか。（複数回答）Q

「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査研究報告書」
アンケート調査（8）【派遣元票】派遣元勤務に関する苦労　Q8.

●仕事に関して、自分の未熟さを感じた
●無我夢中だった
●体力的にきつかった
●自分の意図したように、仕事ができなかった
●充分な休暇がとれなかった
●仕事上のスケジュールがうまく立てられなかった
●自分の問題に関する苦労は経験しなかった

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

30.2

23.9

20.0

14.6

6.8

6.3

26.8

派遣期間中、勤務に関して以下の苦労はありましたか。（複数回答）Q

勤務に関する苦労 ＜自分の問題＞

回答者の３割以上は「仕事に関して、
自分の未熟さを感じた」と感じていた。
また、２割以上は「無我夢中だった」、
「体力的にきつかった」と感じていた。
同時に「自分の問題に関する苦労は経
験しなかった」と感じていた。

回答者の２割以上が「戻ってから
の事後報告会」、「派遣前の事前説
明会」を利用していた。一方、回答
者の３割以上は「とくに利用しな
かった」と回答した。

所属地方公共団体が用意した災害ストレスケアの利用状況

●戻ってからの事後報告会
●派遣前の事前説明会
●上司との面談
●ストレスチェックへの回答
●定期的(月1回など)に派遣元へ帰る
●産業医等による個別面談
●ストレスケアの講話や研修会
●娯楽イベント(お茶を飲む会、コンサート、スポーツ大会など)
●産業医等による健康相談
●各種相談窓口への電話
●マッサージ・鍼灸など
●その他
●とくに利用しなかった

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

28.8

27.8

17.6

15.6

6.8

5.4

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

3.4

35.6

派遣に際し、所属自治体が用意した以下の制度を利用しましたか。（複数回答）Q

「災害時における地方公務員のメンタルヘルス対策調査
研究報告書」アンケート調査（10）【派遣元票】
所属地方公共団体が用意した災害ストレスケアの利用状況　Q10.

　被災地方公共団体に派遣された職員は、派遣前に現地の情報が少なく不安だったこと、これまでに経験のな
い業務に従事したこと、労働環境の悪さや現地職員からの指示が少なかったことに苦労したことがわかります。
ストレスケアについては、３割近くの人が所属地方公共団体が用意した事前説明会や事後報告会を利用していま
す。　本調査ではこのほかに有効だったケアとして、派遣された職員と飲みに行く、現地の職員と飲みに行く、と
にかく食べる、定期的に派遣元へ帰る、外出や旅行などが挙げられています。また、調査時点（令和元年9月～
10月）において気分・不安障害を有している可能性がある人は4.9％でした。
　今後に向けた対策については、必ず複数人のチームで派遣する、安全な住まいや食事の確保、事前のニーズ
の把握、などの回答が多く挙げられています。

以下は、災害対応業務に従事するために、他の地方公共団体から派遣された職員に対して行ったアンケート　 調査の回答です。

被
災
地
方
公
共
団
体
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
状
況

Ⅰ
災
害
時
に
お
け
る
地
方
公
務
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
状
況

2

回答者の５割以上が「現地の情
報が少なく不安だった」と感じて
いた。一方、３割以上は「派遣前
の準備による苦労は経験しな
かった」と感じていた。
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災害時における地方公務員のメンタルヘルス　A4

　被災直後から右のような
急性ストレス反応が現れま
す。多くは一過性の反応です
が、3日～４週間持続し、強
い苦痛を伴い、かつ日常生活
に支障を来す場合は「急性ス
トレス障害」（病 気 の 状 態）
の可能性があります。

個人の対応 
災害による惨事に直面したとき、また災害対応業務の中で、心にさまざまな負荷がかかり、
ストレス反応が生じます。多くは時間の経過とともにおさまりますが、ストレスの要因が大き
すぎたり、ストレスへの適切な対処がなされないと、次第に重症化・長期化することもありま
す。組織としてのストレスケアが行われるまでの間、まずは職員本人が自身のストレスの度合
いを把握し、速やかにセルフケアを行うことが必要です。1 被災地方公共団体での対応Ⅱ

個
人
の
対
応 

Ⅱ
被
災
地
方
公
共
団
体
で
の
対
応

1

災害時のストレスについて 被災後すぐに行うストレスチェック（急性ストレス反応チェック）
　被災後数日のうちに、急性ストレス反応チェックをします。合計が32点を超えたら、PTSDへの注意が
必要です。次ページを参考にセルフケアを行い、ストレスを軽減することが必要です。また、被災直後より
も、ある程度時間が経過した後に強いストレス反応が生じる場合もありますので、ストレスチェックは定期
的に繰り返し行います。

急性ストレス反応 / 急性ストレス障害

急性ストレス反応の主な症状

侵入症状
フラッシュバック

など

回避症状
思い出させる

物・事柄などを避ける

解離症状
思い出せない

陰性気分
幸福感が

感じられない覚醒症状
睡眠障害やいらだち

　左記の症状の持続や新たな症状の発現
が 1カ月後以降に認められる場合、「外傷後
ストレス反応」が生じている可能性があり
ます。また、これらの症状が日常生活に支
障を来す状態が継続する場合、「外傷後ス
トレス障害（PTSD）」と診断される可能性
があるので、医療機関等専門家への受診を
おすすめします。

外傷後ストレス反応 /
外傷後ストレス障害（PTSD）

出典：『DSM-5　精神疾患の診断・統計マニュアル』
出典：『東日本大震災で被災した自治体職員の急性ストレス反応（髙橋幸子,桑原裕子,松井　豊）／ストレス科学研究2014,29,60-67』
　　　『被災した地方公共団体職員用急性ストレス反応尺度のカットオフ値および改定版の検討（髙橋幸子,桑原裕子,松井　豊）』DOI: 10.13140/RG.2.2.32085.76005

1

2

3

4

5

7

10

11

13

12

14

1点
なかった

2点
少し
あった

3点
やや
あった

4点
あった

1点
なかった

2点
少し
あった

3点
やや
あった

4点
あった

1点
なかった

2点
少し
あった

3点
やや
あった

4点
あった

1点
なかった

2点
少し
あった

3点
やや
あった

4点
あった

見た情景が現実のものと思えなかった

自分や周りの人の身に
とても危険を感じた
どのように動いたらいいのか
わからなくなった
寝付きが悪くなったり、
眠りが浅くなったりした

一時的に時間の感覚が麻痺した

強い動悸がした

8

9

とても混乱したり、興奮していて
合理的な判断ができなかった
とてもイライラしたり、
ちょっとしたことでも気にさわった

わけもなく怒りがこみあげてきた

胃がつかえたような感じがした

一時的に頭痛がした

吐き気をもよおした

おびただしい汗をかいた

小計（点）

合計得点

被災1週間後 被災2週間後 被災3週間後 被災4週間後

被災
2週間後 点

被災
3週間後 点

被災
1週間後 点

被災
4週間後 点

6 食べ過ぎるか、
食べたいという気持ちが出なかった

被災直後から１カ月以内に起こる 症状が1カ月以上続く場合

医学的診断 急性ストレス障害 外傷後ストレス障害（PTSD）

外傷後ストレス反応急性ストレス反応

実
際
の
症
状

3日後 １カ月後トラウマ

急性ストレス反応、急性ストレス障害、外傷後ストレス反応、外傷後ストレス障害（PTSD）の関係性

●トラウマとなった出来事が記憶として不意によみがえる
●出来事が悪夢として繰り返されたりして苦痛を感じる
●出来事がフラッシュバックして再び起こっているように感じる
●出来事の記憶が蘇ったときに気持ちが動揺したり、生理学的反応（動悸や発汗など）が生じたりする

侵入症状

●出来事を思い出したり考えたりすることを極力避ける
●出来事を思い出させる人、場所、会話、行動、物、状況を避ける回避症状

●出来事の重要な側面を思い出せない
●周囲や自分の現実が変わってしまった感覚

解離症状
●出来事の重要な側面を思い出せない
●自分、他者、世界に対して否定的な信念や予想を持つ
●出来事の原因や結果について自分や他者を非難するような

持続的で歪んだ認識を持つ
●恐怖、怒り、罪悪感などのネガティブな感情状態にある
●興味や関心を失う、他者から孤立、疎遠になっていると感じる

認知と気分の陰性の変化

●幸福、満足、愛情などを感じることができない陰性気分

●睡眠障害　●いらだちと激しい怒り　●過度の警戒心　
●集中することが難しい　●過剰な驚愕反応　●自己破壊的な行動覚醒症状
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災害時における地方公務員のメンタルヘルス　A4

呼 吸は心の動きとつな
がっています。息をゆっ
くりと長く吐くことでリ
ラックス状態を導くこと
ができます。

口呼吸でも鼻呼吸でも
OKです。細かいやり方
は気にせず、呼吸するこ
とに注意を向けます。特
に吐く息に意識を集中し
て、ゆっくり長く吐くこと
がポイントです。

　災害などの非常時においては、生活環境が大きく変化します。神経がたかぶってよ
く眠れず、お酒などに頼ってしまいがちですが、一時的にはストレスの解消になっても、
体調を崩すなど、逆にストレスの元となりかねません。非常時こそ、できる限り平時と
同じ規則正しい生活を心がけ、飲食の節制と十分な睡眠、休養をとることが重要とな
ります。
　入浴はリラックスを得るのに有効です。入浴が可能な状況であれば、ぬるめの風呂
に8～10 分以上浸かるのが効果的と言われています。

イスになるべく体をまっすぐに
立てて座り、腕を横に垂らして
準備姿勢をとる。

両肩をゆっくりと上げていく。
ヒジに力を入れないように、だ
らっとさせておく。肩の上がっ
ていく感じや凝りの感じに注目
しながら上げていく。

さらに精一杯ギューッと上げ
て、そこで数秒止め、肩・頸・
背の感じに意識を向ける。凝り
や痛みがあれば、こうして待っ
ていれば、硬さが緩んで楽にな
ると思いながら少し待つ。

以下は、主体的な動作を通して心のポジティブな変化を促そうとする臨床動作法
の「肩上げ動作課題」という運動です。

家族との会話は、多くの人
が行えるストレスケアです。
ストレスを受けたときほど、
意識的に家族と会話をし、
家族を遠ざけないようにす
ることが大切です。

苦労を共にしている仲間と励まし合
い、現場の感想や気持ちを分かち合う
ことがストレスケアになります。なお、
部下や同僚が突然、離・退職を言い
出したら、背景にうつの症状がないか
を確認し、適切な対応に結びつけます。

セルフケアの方法
　セルフケアには、一人で行うセルフケア（自己解消法）と他者とのかかわりの中で行うケア（社会的解消
法）があります。

一人で行うセルフケア（自己解消法）

体を動かすことで、心をほぐすことができます。

リラックスしたいとき、いつでも、どこでも、
道具なしでできるのが呼吸法です。

非常時こそ、生活のリズムを崩さない意識が大切です。

気負わず話せる相手との会話は、
心を解放できるひとときとなります。

睡眠には、脳をリフレッシュ
させ、自律神経やホルモン
などの働きを正常にして、
ストレスのダメージから回
復させる働きがあります。
眠れないときには、緊張を
ほぐし、眠りを促す工夫を
することが大切です。

眠れない
ときには

家族との会話 職場の人たちとの会話

心許せる友人や知人との会話も、こ
の上ないストレスケアです。たわいな
いおしゃべりが救いとなります。自分
の状況や辛かったことなどを互いに
話し合えれば、心の荷を一旦下ろす
作業にもなります。

知人友人との会話

他者とのかかわりの中で行うセルフケア（社会的解消法）

21 3
規則正しい
生活

呼吸法
リラクセーション

体を動かす
リラクセーション

会話をする

●夕食を軽めにする
●自分が心地よいと感じる気分転換をしてみる
●ぬるめのお風呂でくつろぐ
●寝る前に、深呼吸や軽いストレッチをする
●眠れないときは無理に眠ろうとしない
●必要以上に物事を重く考えすぎない
●起床時間を一定にし、朝起きたら太陽の光を浴びる

個
人
の
対
応 

Ⅱ
被
災
地
方
公
共
団
体
で
の
対
応

1

参考：『惨事ストレスとは何か』（松井 豊 著／河出書房新社）

参考：『惨事ストレスとは何か』（松井 豊 著／河出書房新社）

「3秒息を吸って、7秒で吐く」を、10回程度行います。

耳に肩を
近づける
ように

のびっ

ヨガ、体操、ストレッチ！
できる運動を

こまめに行おう。

ゆっくりと力を抜いて肩を下げ
ていく。そのときに、「私が力を
抜いていくので肩が下がる」と
いった感じで肩を下げていく。

下げきったところで、肩・頸・
背の自体感（体の変化した感
じや気持ちの変化）を味わう。

54
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災害時における地方公務員のメンタルヘルス　A4

組織としての対応

被災地方公共団体職員のタイムライン　と組織としてのストレスケアの例

家族の対応を後回しにして
被災者対応、何カ月も自宅
に帰れないなど、被災者で
ありながら被災者ではいら
れない状況に苦しむ。

心構えのないままに遺体
収容や土葬などの業務に
従事、疲弊した状態で意
思決定を行うなど、業務
内容に質的変化が起こる。

復興が進むにつれ、災害対応
業務と通常業務の併走により
業務量が激増する。時間外勤
務の増加、慢性的な人手不
足による多忙が長期間続く。

被災住民からクレームが多
くなる。何をやっても当た
り前、公務員のくせに、な
どと言われたり、暴言や暴
力を受けることもある。

被災地方公共団体職員のストレスの主な要因

自分自身や家族が
被災者でありながら
公務を優先

業務内容の
質的変化・量的増加

住民との
つらい関わり

参考：『社会に切り込む心理学　ーデータ化が照らし出す社会現象（社会臨床　第14章　被災した自治体職員の心理　表２.被災自治体職員のタイムライン）』

地方公共団体は、大きなストレスに晒されることになる職員の「心の健康」を守るために、
災害が起きたときに組織としてどのように対応するか、あらかじめ対策を策定しておくこと
が必要です。2 被災地方公共団体での対応Ⅱ

　災害が発生すると、被災地方公共団体の職員は、不眠不休で復旧業務に当たり疲労困憊する中で、悲惨
な状況を目の当たりにしたり、懸命に対応しているにもかかわらず、被災住民の方からつらい言葉を投げ
かけられたりすることもあります。また、自分自身やご家族が被災者でありながら、公務を優先しなければ
ならない状況に置かれることも少なくありません。
　このような非日常的なストレスは、短期間で終わるとは限りません。災害の規模が大きいほど長期間に
わたり、その時々でストレスになりうる要因（ストレッサー）が変わり、発生するストレス反応も異なってき
ます。
　地方公共団体では、職員の身の上に起こるストレスに対し、適切な対処を行わなければなりません。そ
のためには、どのようなときにどういった対応を行うかという対策をあらかじめ準備しておくこと、そして、
常に職員のストレス状態を把握し、適切なタイミングで対策を講じられるよう、組織として対応していくこ
とが大切です。

職員のストレスを把握し、状況に応じた対応を行う

4～7日
後

●チェックリストによる
　ストレスのチェック
●セルフケア
　パンフレットの配布

事前の
準備

●惨事ストレスに関する心理教育
●ケアを踏まえたBCPの策定
●セルフケアパンフレットの準備
●職場の良好な人間関係の形成

1～３カ月
後

●メンタルヘルスセミナー
　（管理職向けのラインケア、一般職員向けのセルフケア）
●カウンセリング
●宿泊を伴う県外でのストレスケア研修

発災当日

●発災直後から交代制の
　勤務ローテーションを編成
●生活スペースの維持
●休憩スペースの確保

●自宅の損壊状況を把握し、
　業務上の配慮を実施
●子どもの一時預かりを実施

1年後～

●定期的な
　健康診断と
　ストレスチェック

1～2週間
後

●健康診断
●長時間勤務者に
　対する
　面接の実施

２週間後～
1カ月後

2～3日
後

起こり得る
ストレス反応

起こり得る
ストレッサー

実施すべき
ストレスケア

9カ月～
1年後

記念日
反応

PTSD、うつ病、
うつ反応、

燃え尽き症候群、
アルコール依存

急性ストレス障害（ASD）

急性ストレス反応

●自身が被災
●家族の安否が不明
●二次災害の危険性

●遺体関連業務
●家族を残して働く不安
●業務多忙で休めない
●指揮系統の混乱
●通勤困難
●家族や同僚の死

●健康状態の悪化
●住民からのクレーム
●意思決定の連続
●先行きのなさ

●職場の
　人間関係の悪化
●業務内容や
　業務待遇への
　不満

●他地方公共団体職員の受け入れ
●通常業務と復興業務の同時進行による多忙
●慢性的な職員不足による多忙
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災害時における地方公務員のメンタルヘルス　A4

業務の質的変化・量的増加からくる問題に対応

の役割

　被災後、業務の混乱や職員のストレスをできるだけ軽減するためには、組織における機能的な支え合い
の仕組みの構築が必要です。

支え合える職場づくり

管理職

事前に
すべき

こと
　災害に直面した際に、地方公共団体の職員がどのような状況となるかを基礎知識とし
て教育しておく必要があります。被災後の状況や自分自身に生じるストレス反応を、事
前に知識を持っておくことで受け止めやすくなるからです。また、自分自身で行うセルフ
ケアのパンフレットをあらかじめ制作しておきましょう。
　単に資料を配布するのではなく、研修・勉強会の形で、組織として積極的に関わって
いく仕組みを作り、職員にアプローチしていくことが大切です。

災害に関する事前教育 / セルフケアパンフレットの作成

事前教育の
内容

　被災後早期復旧を図るために、事前にBCP（Business Continuity Plan/事業継続
計画）を策定します。被災後は多くの職員が通常と異なる業務を行い、さまざまな混乱
が生じることが予想されます。混乱を最小限にし、職員の精神的ストレスを軽減するた
めに、組織としてストレスケアの仕組みを作り、BCPに反映しておきましょう。
　そのためには、いざというときに支援が受けられるよう、日頃から精神科やカウンセリ
ング機関とのつながりを持ち、他の地方公共団体との災害協定を結んでおくことも必要
となります。

災害を想定した BCP（事業継続計画）の策定

BCP策定の
ポイント

　被災後は、ストレスの影響で職場内で怒りが生じやすく、上司や同僚とのトラブルが
生じたり、また、これまで表面化していなかった職場の問題が顕在化することもあります。
被災後の混乱時に業務を円滑に進められるよう、上司や部下、同僚とは、日頃から相手
に配慮しつつ自分の意見を述べるなど、自由に意見をやりとりできる関係を作っておき
ましょう。

職場の良好な人間関係づくり

業務体制
における

対策

　発災直後から、BCPに基づいた業務ローテーション体制を組みましょう。発災直後か
らしばらくの間は、多くの場合、24時間体制での災害対応が必要となりますが、業務内
容・業務量の不均衡が続くと不満が生じ、ストレスの原因となります。交代勤務でのロー
テーションやチームでの業務対応など、特定の個人に過重な負担がかからないような仕
組みづくりが必要です。

　災害対応業務は、損壊した家屋の判定、罹災証明書の発行、土木、建設、建築関係
など、多岐に渡ります。時間の経過とともに負荷のかかる部署が変わっていきますので、
BCPに沿い、状況に応じた人員の配置を考慮することが必要です。

　休憩スペース、生活スペース等の確保をしましょう。住民やマ
スコミの視線に触れずにすむ、安心して休憩がとれ、同じ仲間と
本音を語り合える場所や時間は、心の回復にとても重要です。

　職員の自宅の損壊状況、家族の安否や様子などを聞き取り、必要に応じ業務上の配
慮を行います。何よりも公務を優先しなければならない公務員にとっては、家族を心配
せず、安心して業務に邁進できる環境が大切です。

被災者でもある職員への配慮

　小さなお子さんがいる家庭には、子どもの一時預かりの場所を設けるなどの必要な対
応を実施します。

　精一杯対応しているのに、住民から理不尽なクレームを受け
たり、自分の無力さを感じたりして、心に強いダメージを受ける
ことがあります。こうしたときにも、目に見えない苦労をねぎらわ
れたり、肯定的な評価を受けたりすると、業務の重要性を改めて
自覚し、誇りや使命感を確認でき、ストレス反応が緩和されます。

活動の肯定的な評価

の役割管理職
部下のストレスや疲
労の状態を絶えずモ
ニターするとともに、
管理職が自ら進んで
休養をとる・セルフ
ケアを行うなど、職
員が休養しやすい環
境づくりを実践しま
しょう。

の役割管理職

の役割管理職
職員によって被災の
状況が違い、職場に
温度差が生じること
も。部下が辛い状況
に追い詰められない
よう、管 理 職 は「い
つでも相 談 を 受 け
る」というメッセー
ジを発信し続けるこ
とが大切です。

の役割管理職

事前の基礎知識でストレスのダメージを軽減

勤務ローテーション体制を確立、業務の不均衡を解消

負荷のかかる部署が時間の経過とともに変遷することへの対応

自宅の損壊状況等を確認、業務上の配慮を行う

子どもの一時預かりなどの実施

ねぎらい、評価がストレスを緩和する

休憩スペース、生活スペースの確保

人的資源へのケアを含めたBCPが必要

非常時に、日頃の問題点が表面化することも

　職員が適宜休暇や休養がとれるように配慮しましょう。スト
レスで心身の健康が損なわれる前に、ストレス要因から一旦離
れることが大切です。

休暇・休養の付与

日々、職場の人間関
係への目配りをして
いきましょう。また、
業務における改善点
がわかっていれば、
災害が起こる前に解
決できます。職員が
発言をしやすい環境
づくりをするのも管理
職の役割です。

① 被災地方公共団体で起こりやすい状況について
② 自身に生じる可能性のあるストレス反応
③ ストレスのセルフケア　　　　　　　　　　　　など

1

2

3

① 指揮命令系統・役割分担を明らかにしておく
② 不測の事態を想定した各作業のマニュアルの整備
③ 応援職員をスムーズに受け入れる体制づくり
④ 組織としてのストレスケアの仕組みを整備　　など

1

2

3

4

発災後

の役割管理職
「ご苦労様」「頑張っ
ているね」など、言
葉や態度で評価を表
すことが、職務への
誇りや使命感の回復
につながります。

の役割管理職
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